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はじめに 

2025(R7)年 12 月 19 日、令和 8 年度税制改正大綱（以下「大綱」）が公表されました。今回は、その中から資産税・所得税のうち重

要性が高い下記項目について解説を行います。 

【資産税】 

1. 貸付用不動産等の評価方法の見直し 

2. 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し 

3. 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度における特例承継計画の提出期限の見直し 

4. 個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における個人事業承継計画の提出期限の見直し 

 

【所得税】 

5. 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し 

6. 同族会社以外の法人（特定法人）が発行した社債の利子等への課税区分の見直し 

7. 暗号資産の分離課税化等 

8. 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設 

9. NISA の拡充 

10. ふるさと納税制度の特例控除額の見直し 

 

資産税 

 貸付用不動産等の評価方法の見直し 

相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離を利用して評価額を圧縮する租税回避への対応と

して、その取引実態等を考慮し、次の見直しが行われます。 

(1) 内容 

対象となる貸付用不動産 
対象となる貸付用 

不動産の取得時期 
評価方法 

(イ) 
被相続人等が対価を伴う取引により取得又は新築をした一定

の貸付用不動産(*3) 
課税時期前 5 年以内が対象 

課税時期における通常の 

取引価額に相当する金額(*1) 

(ロ) 

不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品

取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸

付用不動産 

（いわゆる不動産小口化商品） 

取得時期にかかわらず対象 
課税時期における通常の 

取引価額に相当する金額(*2) 

(*1) 課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用

不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の 100 分の 80 に相当する金額によって評価することが可能で

す。 



 

(*2) 課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等

が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の

価格等を参酌して求めた金額によって評価することが可能です。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、上記(イ)に

準じて評価（取得時期や評価の安全性を考慮）されます。 

(*3)  上記(1)(イ)の改正については、当該改正が通達に定められる日までに、被相続人等がその所有する土地（同日の 5 年前から

所有しているものに限る。）に新築をした家屋（同日において建築中のものを含む。）には適用されません。 

(2) 適用関係 

2027(R9)年 1 月 1 日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用されます。 

(3) 対象となる貸付用不動産のイメージ（施行日前に通達が制定されることを前提） 

 

POINT:  

2025(R7)年 11 月に国税庁から公表された「財産評価を巡る諸問題」で、賃貸不動産の市場価格と通達評価額の乖

離を利用した相続対策や小口化商品の贈与事例等に対する問題提議がされていました。これまではこうした事例に対し

て財産評価基本通達総則 6 項に基づく課税処分を行うこと等により個別に対応がされていましたが、納税者の予見可

能性を確保し、評価の適正化及び課税の公平性を図る観点から、評価方法そのものの見直しが行われます。 

取引相場のない株式の評価においては、財産評価基本通達 185 にて評価会社が課税時期前 3 年以内に取得等を

した不動産について、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとされています。評価会

社が貸付用不動産を取得等した場合の取扱いについては、大綱に明記されていないため、今後の動向を注視する必要

があります。 

 

 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し 

父母・祖父母等の直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置（最大 1,500 万円の非課税）につい

て、これまでの本措置利用の実態等を踏まえ、2026(R8)年 3 月 31 日までとされている教育資金管理契約に基づく信託等可能期間

は延長されずに終了となります。ただし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用することが可能です。 

  



 

 

 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度における特例承継計画の提出期限の見直し 

(1) 制度概要 

後継者が経営者から非上場株式等を贈与又は相続により取得した場合に、一定の要件のもと、贈与税・相続税の納税が 100%猶

予される制度です。要件の一つとして、特例承継計画を策定し、都道府県に提出する必要があります。 

(2) 特例承継計画の提出期限の延長 

特例承継計画の提出期限が 1 年 6 月延長され、2027(R9)年 9 月 30 日までとされます。 

 

POINT:  

特例承継計画の提出期限は 1 年 6 月延長されましたが、当該納税猶予の特例制度自体の適用期限の延長は、今回

も大綱に記載されておらず、2027(R9)年 12 月 31 日までの相続・贈与が対象であることから、適用期限の到来を見据え、

早期に事業承継に取り組むことが期待されます。 

適用期限後のあり方については、世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念に加えて、本措置の適用状

況や課税の公平性等の観点も踏まえて多角的な検討を行い、2027(R9)年度税制改正において結論を得る旨が大綱に

記載されているため、今後の動向に注視が必要です。 

 

 個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における個人事業承継計画の提出期限の見直し 

(1) 制度概要 

後継者が事業主から個人事業に係る資産を贈与又は相続により取得した場合に、一定の要件のもと、贈与税・相続税の納税が

100%猶予される制度です。要件の一つとして、個人事業承継計画を策定し、都道府県に提出する必要があります。 

(2) 個人事業承継計画の提出期限の延長 

個人事業承継計画の提出期限が 2 年 6 月延長され、2028(R10)年 9 月 30 日までとされます。 

 

POINT:  

個人事業承継計画の提出期限は 2 年 6 月延長されましたが、当該納税猶予制度自体の適用期限の延長は、今回も

大綱に記載されておらず、2028(R10)年 12 月 31 日までの相続・贈与が対象であることから、適用期限の到来を見据え、

早期に事業承継に取り組むことが期待されます。 

 

  



 

所得税 

 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し 

(1) 背景 

◼ 所得税は、基本的に総合課税による超過累進税率が適用されるため、本来は高所得者ほど所得税の負担率が高くなります。しか

し、株式等の譲渡所得等は分離課税で一律の税率が適用され、高所得者層ほど所得に占める株式等の譲渡所得の割合が高いこ

とから、高所得者層の所得税の負担率が低下するという逆転現象が生じていました。 

◼ このような状況を踏まえ、税負担の公平性の観点から、2023(R5)年税制改正により、極めて高い水準の所得について最低限の負担

を求める措置が、2025(R7)年分の所得税から導入されました。 

(2) 税制改正の内容 

◼ 税負担のさらなる公平性の確保を図る観点から、2025(R7)年分の所得税から適用されている「極めて高い水準の所得に対する負担

の適正化措置」について、次の見直しが行われます。 

 現行 改正案 

特別控除額 3 億 3,000 万円 1 億 6,500 万円 

税率 22.5％ 30％ 

◼ 各種所得を合算した所得金額（基準所得金額）から特別控除額（1 億 6,500 万円）を控除した金額に、30.0%の税率を乗じ

た金額が納めるべき所得税の金額を超過した場合に、その超過した差額を追加的に申告納税することとされます。 

➢ （基準所得金額*1ー1 億 6,500 万円）×30.0% ＞ 基準所得税額*2 

➢ 追加納付する税額 → 基準所得税額との差額を申告納税 

（*1）基準所得金額の計算上、源泉分離課税となる預金利子や NISA 制度の非課税所得は対象から除外されます。ま

た、特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の租税特別措置法等による適用

後（控除後）の金額で計算します。一方で、申告不要制度の対象となる配当や上場株式の譲渡所得等は同制度の適用

がないものとして計算します。 

（*2）基準所得税額は、外国税額控除を考慮しないで基準所得金額に対して計算した税額をいい、復興特別所得税額

を含みます。 

（例：所得が株式譲渡所得のみで分離課税（所得税及び復興特別所得税 15.315%）の対象となるケース） 

◼ 所得（株式譲渡所得）が 3.3 億円の場合は以下のとおりです。 

➢ （3.3 億円ー1 億 6,500 万円）×30.0%＝約 0.5 億円 

➢ 3.3 億円×15.315%＝約 0.5 億円（基準所得税額） 

◼ 上記のとおり、改正後は、所得が株式譲渡所得などの分離課税の対象となる投資所得のみである場合には、所得金

額 3.3 億円が適用の目安になると考えられます。 

なお、現行では、同様のケースにおいては、所得金額 10 億円が適用の目安になると考えられます。 

 

(3) 適用関係 

2027(R9)年分以後の所得税について適用されます。 

POINT:  

2027(R9)年以後に株式や不動産の譲渡所得が多額に発生すること等が見込まれる場合には、本改正の影響を受け

る可能性があるため、2026(R8)年中に実行する等のスケジュール面を含めた事前の検討が必要となります。 

また、国外転出時課税についても本改正の影響を受けると思われるため、海外移住や非居住者への贈与等（特に

納税猶予ではなく、納税するケース）が見込まれる場合も同様に、2026(R8)年中に実行する等のスケジュール面を含

めた事前の検討が必要となります。 

 

  



 

 

 同族会社以外の法人（特定法人）が発行した社債の利子等への課税区分の見直し 

(1) 内容 

同族会社の役員等が、その同族会社以外の法人（以下、「特定法人」）が発行した社債の利子で、実質的にその同族会社から支

払を受けるものと認められる場合(*1)における当該利子は、総合課税の対象とされます。また、その同族会社の役員等が支払を受ける

当該特定法人が発行した社債の償還金についても、総合課税の対象とされます。 

(*1) 「実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合」とは、特定法人が発行した社債に係る債務についての同族会

社による保証の契約その他の契約の内容その他の状況からみて、同族会社の役員等が特定法人が発行した社債に係る債務の不履

行により実質的に損失を受けないと認められる場合をいいます。 

(2) 適用関係 

2026(R8)年 4 月 1 日以後に支払を受けるべき社債の利子及び償還金について適用されます。なお、同日以前に発行済みの社債につ

いても適用対象となることに留意が必要です。 

(3) 改正の経緯と想定されるパターン毎の社債利子の課税区分 

 パターン① パターン② パターン③ パターン④ 

イメージ図 

    

2016(H28)年 

1 月 1 日以後 
総合課税 分離課税 分離課税 分離課税 

2021(R3)年 

4 月 1 日以後 
総合課税 総合課税 分離課税 分離課税 

現行 総合課税 総合課税 分離課税 分離課税 

改正案 総合課税 総合課税 総合課税 総合課税 

 

(*1) 同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人（法人との間に発行済株式等の 50%超の保有関係

がある個人等）およびその親族等（事実上婚姻関係と同様の事情にある者など政令で定める者）が支払を受けるものをいいます。 

 (*2) 同族会社の役員等 X（Y）が、実質的にその同族会社 A（B）から支払を受けるものと認められる場合をいいます。 

  

今回の 

改正点 

 

改正点 



 

 

 暗号資産の分離課税化等 

◼ 金融商品取引法等の改正を前提に、暗号資産取引業（仮称）を行う者に対して金融商品取引業者登録簿に登録されている暗

号資産等（特定暗号資産）の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等は他の所得と分離して 20％（所得税

15％、個人住民税 5％）の税率で課税することとされます。 

◼ 特定暗号資産の譲渡損失について、3 年間の繰越控除制度が創設されます。 

◼ これらの改正は、金融商品取引法の改正法が施行された年の翌年 1 月 1 日以後の特定暗号資産の譲渡等に適用されます。 

◼ 総合課税の譲渡所得の基因となる暗号資産について、以下の措置が講じられます。この改正は、金融商品取引法の改正法が施行

された年の翌年分以後の所得税に適用されます。 

➢ 譲渡益について、譲渡所得の特別控除額を控除しない。 

➢ 5 年超保有資産に係る譲渡所得の金額の計算上 2 分の 1 とする措置を適用しない。 

➢ 譲渡損失について、他の総合課税の対象となる所得との損益通算を適用しない。 

POINT: 

現行では、暗号資産等の譲渡等による所得は総合課税の対象となるため、株式等の金融商品と比べて税負担が重くなる

ことが多く、以前から課税の見直しが検討されていましたが、今回の改正により見直しが行われます。 

なお、今回の改正によって、国外転出時課税の対象資産に暗号資産が追加されるのかどうかや、暗号資産取引業を行う者

を通さない暗号資産等の譲渡等の取扱いについては、大綱に明記されていないため、今後の動向に注視が必要です。 

 

 

 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設 

(1) 基礎控除 

物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少するという課題への対応として、基礎控除の本則部分は、見直し前の控除額に、税制

改正時における直近 2 年間の消費者物価指数（総合）の上昇率を乗ずることで調整されます。また、特例部分についても次の見直

しが行われます。 

合計所得金額 

控除額 

本則部分 特例部分 合計 

現行 

（R7） 

改正案 

（R8・9） 

現行 

（R7） 

改正案 

（R8・9） 

現行 

（R7） 

改正案 

（R8・9） 

132 万円以下 58 万円 62 万円 37 万円 42 万円 95 万円 104 万円 

132 万円超 336 万円以下 58 万円 62 万円 30 万円 42 万円 88 万円 104 万円 

336 万円超 489 万円以下 58 万円 62 万円 10 万円 42 万円 68 万円 104 万円 

489 万円超 655 万円以下 58 万円 62 万円 5 万円 5 万円 63 万円 67 万円 

655 万円超 2,350 万円以下 58 万円 62 万円 0 円 0 円 58 万円 62 万円 

2,350 万円超 2,400 万円以下 48 万円 48 万円 0 円 0 円 48 万円 48 万円 

2,400 万円超 2,450 万円以下 32 万円 32 万円 0 円 0 円 32 万円 32 万円 

2,450 万円超 2,500 万円以下 16 万円 16 万円 0 円 0 円 16 万円 16 万円 

2,500 万円超 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 

（注）1 この改正は、2026(R8)年分以後の所得税に適用され、給与等及び公的年金等の源泉徴収については 2027(R9)年 1 月

1 日以後支払分から適用されます。 

           2 2028(R10)年分以後の特例部分は、合計所得金額が 132 万円以下の場合に 37 万円とされ、132 万円を超える場合は

0 円とされます。 

 



 

(2) 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件 

基礎控除の本則部分の引上げに併せて、扶養親族及び同一生計配偶者等の合計所得金額の要件も、現行の 58 万円がそれぞれ

62 万円に引き上げられます。 

(3) 給与所得控除の最低保障額 

基礎控除の本則部分と同様の措置が講じられるほか 2026(R8)年及び 2027(R9)年の最低保障額を引き上げる特例が創設されます。 

 

控除額 

本則部分 特例部分 合計 

現行 

（R7） 

改正案 

（R8・9） 

現行 

（R7） 

改正案 

（R8・9） 

現行 

（R7） 

改正案 

（R8・9） 

給与所得控除の最低保障額 65 万円 69 万円 0 円 5 万円 65 万円 74 万円 

（注）1 この改正は、2026(R8)年分以後の所得税に適用され、源泉徴収については 2027(R9)年 1 月 1 日以後支払分から適用され

ます。 

2 特例部分は、年末調整で適用されます。 

 NISA の拡充 

◼ 次世代の資産形成を支援する観点から、つみたて投資枠の対象年齢が 0 歳まで拡充されます。 

◼ 口座保有者である子が 0~17 歳の間、年間投資枠は 60 万円、非課税保有限度額は 600 万円とされ、子の年齢が 12 歳以降、

子の同意を得た場合のみ、親権者等による払出しが可能とされます。 

◼ 国内市場を対象とした一定の株式指数及び一定の広がりのある地域を対象とした先進国・新興国の株式指数単体で組成された投

資信託商品が、つみたて投資枠の対象となる指数に追加されます。また、幅広い世代の資産運用ニーズに応える観点から、債券が

運用資産の 50％を超える投資信託が対象に加えられます。 

 ふるさと納税の特例控除額の見直し 

個人住民税におけるふるさと納税の特例控除額について、次の見直しが行われます。 

 現行 改正案 

控除限度額 個人住民税所得割額の 20％ 

個人住民税所得割額の 20％と次の金額のいずれか低い金額 

• 道府県民税 77 万 2 千円（指定都市：38 万 6 千円） 

• 市町村民税 115 万 8 千円（指定都市：154 万 4 千円） 

（注）この改正は、2028(R10)年度分以後の個人住民税に適用されます。住民税は前年の所得に基づき計算されるため、2027(R9)

年以後のふるさと納税から改正案の控除限度額を意識する必要があります。 
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デロイト トーマツ税理士法人 

ファミリーコンサルティング 

東京事務所 

〒100-8362 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号丸の内二重橋ビルディング 

Tel：03-6213-3800（代） 
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 国際資産税／海外相続手続／相続税申告・還付／生前対策／不動産オーナー向けコンサルティングサービス： 
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www.deloitte.com/jp/ja/services/tax/services/business-succession 

 デロイト トーマツ ファミリーオフィスサービス合同会社 会社概要： 

www.deloitte.com/jp/ja/about/group/deloitte-tohmatsu-family-office-services 

 Forbes JAPAN | Deloitte のファミリーオフィスサービス専用サイト： 
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デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーである合同会社デロイト トーマツ グループな

らびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、合同会社デロイト トーマツ、デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総称で

す。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従いプロフェッショナルサービスを

提供しています。また、国内 30 都市以上に 2 万人超の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマ

ツ グループ Web サイト、 www.deloitte.com/jp をご覧ください。 

Deloitte（デロイト）とは、Deloitte Touche Tohmatsu Limited（“Deloitte Global”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよ

びそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。Deloitte Global ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれ

ぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。Deloitte Global およびその各メンバーファ

ームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負う

ものではありません。Deloitte Global はクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

デロイト アジア パシフィック リミテッドは保証有限責任会社であり、Deloitte Global のメンバーファームです。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーお

よびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける 100 を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ベ

ンガルール、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、ニューデリー、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を

含む）にてサービスを提供しています。 

Deloitte（デロイト）は、最先端のプロフェッショナルサービスを、Fortune Global 500®の約 9 割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクラ

イアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促進することで、計測可能で継続性のある成

果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来 180 年の歴史を有し、150 を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 “Making 

an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約 46 万人の人材の活動の詳細については、 www.deloitte.com をご覧くだ

さい。 

本資料は、関連税法およびその他の有効な典拠に従い、例示の事例についての現時点における一般的な解釈について述べたものです。デロイトネットワー

クは、本資料により専門的アドバイスまたはサービスを提供するものではありません。貴社の財務または事業に影響を及ぼす可能性のある一切の決定または

行為を行う前に、必ず資格のある専門家のアドバイスを受ける必要があります。また本資料中における意見にわたる部分は筆者の私見であり、デロイトネッ

トワークの公式見解ではありません。デロイトネットワークの各法人は、本資料に依拠することにより利用者が被った損失について一切責任を負わないものと

します。 

IS/BCMS それぞれの認証範囲はこちらをご覧ください 

http://www.bsigroup.com/clientDirectory 
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